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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、働き方改革関連法につきましては、平成３１年４月１日から、罰則付

きの時間外労働の上限規制（建設業については猶予期間５年）や年５日の年次

有給休暇の確実な取得など、各改正事項が順次施行されることとなっておりま

す。 

今後、発注者である企業がこうした施策を遵守することにより、そのしわ寄

せとして、下請企業に対して無理な発注を行うことが懸念されております。 

このため、厚生労働省及び中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法等の

違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携

を図り、指導を行っているところです。同様に建設業法の違反が疑われる事案

につきましても、厚生労働省及び国土交通省において、その指導強化を図って

いるところです。 

また、平成３０年１２月には、下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基

づく振興基準を改正し、親事業者に対し、①自らの取引に起因して、下請事業

者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること、②やむを得ず、

短納期または追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払

うこととなる増大コストを負担することなどを求める規定を努力義務として新

設しております。 

さらに、労働時間等設定改善法が改正され、長時間労働に繋がる短納期発注

や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務と

なりました。 

つきましては、こうした法改正の趣旨をご理解いただき、貴協会会員の皆様

に対し、添付のリーフレットを配布していただくなど、短納期発注など長時間

労働に繋がる取引が生じないようご協力下さいますようお願い申し上げます。 

以上 

（担当：労働部 吉田） 














